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「茨城版コロナ Next」の判断指標の改定について 

 

 「茨城版コロナ Next」の判断指標について、本日付で改定することとしました

ので、別添のとおり資料提供します。 

 なお、全体ステージは「３」のままで変更はありません。 



12/22時点
（改定後で着色）

①入院患者数 700 人超 700 人以下 450 人以下 200 人以下

臨時の医療施設運営中 840 人超 840 人以下 540 人以下 240 人以下

旧 ①入院患者数 670 床超 670 床以下 430 床以下 190 床以下

②重症患者数 48 人超 48 人以下 24 人以下 12 人以下

③１日当たりの
 新規陽性者数

5,400 人超 5,400 人以下 3,100 人以下 1,000 人以下

臨時の医療施設運営中 6,400 人超 6,400 人以下 3,700 人以下 1,200 人以下

旧
③１日当たりの
 新規陽性者数

4,900 人超 4,900 人以下 2,800 人以下 800 人以下

県内の
感染状況

新 3,658 人
※臨時の医療施設
運営中はStage2

16 人

県内の医療
提供体制

※下線部が見直した基準値 Stage4 Stage3 Stage2 Stage1

569 人
※臨時の医療施設
運営中はStage2

新

確保病床の拡充に伴う「茨城版コロナNext」の改定

 本県の確保病床は、これまでの949床から、入院受入医療機関の新規開拓等により1,000床となり、
さらに、年明け１月５日の「臨時の医療施設」の開設により1,200床にまで拡充見込み。

確保病床数の考え方

入院患者数の考え方
 法律上、臨時の医療施設は「医療機関」であり、実態上も、療養者には医療を提供することも踏まえ、
「臨時の医療施設での療養者」は「入院患者」として公表することとする。

コロナNextの改定
 確保病床を大きく拡充するため、本日23日、確保病床1,000床を基準に「コロナNext」の指標を
改定し、臨時の医療施設運営中（1/5から約２か月間）は、確保病床1,200床を基準として運用する。


